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こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に 自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！











区
の

非
常

勤
職

員
を

募
集

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税・
住
民
税
（
特
別
区
民
税
・
都
民
税
）の

申
告
の
と
き
に
ご
確
認
く
だ
さ
い

高
田
馬
場
創
業
支
援
セ
ン
タ
ー

はがき・ファックスの記載例

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきには、

返信用にも住所・

氏名）

※あて先は各記事

の申し込み先へ。

※費用の記載のな

いものは、原則無

料。

講座・

催し等の

申し込み

ま
ち
の
美
化
推
進
・
ご
み
減
量

お
よ
び
リ
サ
イ
ク
ル
功
労
者

表
彰
式
・
記
念
講
演
会

【
日
時
】

2月

13日

、
▼
講
演
会
…
午

後

1時

30分
～

2時

30分
、
▼
表
彰

式
…

2時

40分
～

3時

45分

【
講
演
内
容
】
環
境
漫
談
「
思
い
は
地
球

規
模
で
、
行
動
は
足
元
か
ら
」（
林
家

ら
っ
き
ょ
）

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
新
宿
文
化

セ
ン
タ
ー
（
新
宿

6―

14―

1）
へ
。
先

着

200名
。

【
問
合
せ
】
新
宿
清
掃
事
務
所
事
業
係


（

3
9
5
0）
2
9
6
2へ

。

雇
用
関
係
助
成
金
活
用
セ
ミ
ナ
ー

【
日
時
】

2月

13日

午
後

7時
～

8時

30分

【
対
象
】
区
内
の
事
業
主
、
人
事
担
当
者

等
、

15名

【
内
容
】
雇
用
の
助
成
金
を
上
手
に
活
用

す
る
ポ
イ
ン
ト
（
小
野
里
実
・
社
会
保
険

労
務
士
）

【
会
場
・
申
込
み
】
電
話
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
・

電
子
メ
ー
ル
（

2面
記
載
例
の
と
お
り

記
入
）
で
、

2月

12日

ま
で
に
高
田
馬

場
創
業
支
援
セ
ン
タ
ー
（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

（

3
2
0
5）

3
0
3

1・

（

3
2
0
5）

1
0
0
7・


in
c
u

@
sh
in
ju
k
u
-c
e
n
te
r.jp
へ
。
先
着
順
。

講
座
「
地
域
か
ら
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
基
盤
の
社
会
を
つ
く
る
」

　

区
委
託
事
業

【
日
時
】

2月

14日

午
後

1時

30分
～

3時

30分

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、

70名

【
内
容
】
太
陽
光
な
ど
の
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
地
域
に
導
入
す
る
方
法
等
、

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
か
ら
考

え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
解
説
（
倉
阪

秀
史
・
千
葉
大
学
法
経
学
部
教
授
）

【
主
催
】
新
宿
区
消
費
者
団
体
連
絡
会

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
新
宿
リ
サ

イ
ク
ル
活
動
セ
ン
タ
ー
（
高
田
馬
場

4―

10―

2）
へ
。
先
着
順
。

【
問
合
せ
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
第

2分
庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

3

8
3
4へ

。

講
座
「
生
ご
み
か
ら
た
い
肥
作
り
」


み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

【
日
時
】

2月

16日

午
後

1時

30分
～

3時

30分

【
内
容
】
ダ
ン
ボ
ー
ル
と
生
ご
み
を
使
っ

た
た
い
肥
作
り
の
解
説
（
土
橋
由
枝
・
区

エ
コ
ラ
イ
フ
推
進
員
）
と
情
報
交
換
会

【
会
場
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に

2面
記

載
例
の
と
お
り
記
入
し
、

2月

8日
（
必

着
）
ま
で
に
環
境
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー

（
〒

1
6
0・

0
0
2
3西

新
宿

2―

11

―

4、
新
宿
中
央
公
園
内
）

（

3
3
4

8）

6
2
7
7へ

。
先
着

20名
。

　
講
演
会
「
若
者
の
心
理
状
態
と

　
親
の
関
わ
り
方
」

【
日
時
】

2月

16日

午
後

1時

30分
～

3時

30分

【
会
場
】
新
宿
こ
こ
・
か
ら
広
場
し
ご
と
棟

（
新
宿

7―

3―

29）

【
対
象
】
引
き
こ
も
り
の
状
態
に
あ
る
若

年
非
就
業
者
（
お
お
む
ね

15歳
～

39歳
）

の
保
護
者
、

40名

【
講
師
】
谷
口
英
子
（

N
P
O法

人
相
談
室

ハ
ー
モ
ニ
ー
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

【
申
込
み
】
電
話
で
若
年
者
就
労
支
援
室

「
あ
ん
だ
ん
て
」

（

3
2
0
0）

3
3
2

9（
水
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
後

1時

～

5時
）
ま
た
は
区
勤
労
者
・
仕
事
支
援

セ
ン
タ
ー

（

3
2
0
0）

3
3
1
1へ

。

先
着
順
。

　
区
内
で
の
創
業
を
考
え
て
い
る
方
、

事
業
継
承
・
経
営
改
革
を
目
指
す
方
へ

の
情
報
提
供
、
経
営
相
談
、
オ
フ
ィ
ス
ス

ペ
ー
ス
の
提
供
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

施
設
概
要

【
所
在
地
】
高
田
馬
場

1―

32―

10

【
電
話
番
号
】

（

3
2
0
5）

3
0
3
1

【
開
館
時
間
】
午
前

8時

30分
～
午
前

0

時
（
年
末
年
始
は
休
館
）

【
主
な
設
備
】
シ
ェ
ア
ー
ド
（
共
有
）
オ

フ
ィ
ス

10席
、
個
室
オ
フ
ィ
ス

2室
、
会

議
室
兼
商
談
室
、
交
流
ス
ペ
ー
ス
ほ
か
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
利
用
で
き
る
机
や

専
用
ロ
ッ
カ
ー
等
も
あ
り
ま
す
。

　


4月
か
ら
の
利
用
者
募
集

【
募
集
人
数
】
シ
ェ
ア
ー
ド
オ
フ
ィ
ス
等

の
利
用
者
、

12名

【
対
象
】
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
個
人

と
中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
基
本
法
第

2条
第

1項
各
号
に
該
当
す
る
企
業
）

▼
区
内
で
の
創
業
ま
た
は
経
営
の
改
革

等
を
予
定
し
、
そ
の
計
画
が
具
体
的
で

実
現
の
可
能
性
が
あ
る

▼
同
セ
ン
タ
ー
の
利
用
期
間
終
了
後
、

区
内
で
引
き
続
き
事
業
を
行
う
意
思
が

あ
る

▼
住
民
税
・
法
人
事
業
税
を
滞
納
し
て

い
な
い

▼
別
に
定
め
る
利
用
条
件
を
遵
守
で
き
る

※
書
類
・
面
接
で
事
業
計
画
の
具
体
性
、

実
現
の
可
能
性
等
を
審
査
し
ま
す
。

【
利
用
期
間
】
利
用
承
認
日
か
ら

6か
月

（

6か
月
を
超
え
な
い
範
囲
で

3回
ま

で
更
新
可
。
最
長

2年
間
）

【
使
用
料
金
】
月
額

1万
円
（
利
用
承
認

後
に
前
払
い
）

【
申
込
み
】
電
話
予
約
の
上
、

1月

27日


～

2月

7日

の
午
前

9時
～
午
後

5時
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
、
産
業
振

興
課
産
業
振
興
係
（
西
新
宿

6―

8―

2、

B
I
Z新

宿

4階
）

（

3
3
4
4）

0
7
0
1・


（

3
3
4
4）

0
2
2
1

へ
。
詳
し
く
は
同
係
で
配
布
す
る
募
集

要
項
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
新
宿
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

4月
か
ら
の

利
用
者
を
募
集

　
「
国
民
健
康
保
険
料
」「
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
」「
介
護
保
険

料
」
は
、
お
支
払
い
い
た
だ
い
た
全

額
が
所
得
税
や
住
民
税
の
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

　
お
支
払
い
い
た
だ
い
た
額
は
、

次
の
方
法
で
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

　

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

　
（
天
引
き
）
で
支
払
っ
た
方

　
日
本
年
金
機
構
等
か
ら

1月
中

に
お
送
り
し
た
「
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
」
に
、

25年
中
に
お
支

払
い
い
た
だ
い
た
社
会
保
険
料
の

金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
金
額
は
、

25年
中
に
年
金

か
ら
引
き
落
と
さ
れ
た
国
民
健
康

保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
介
護
保
険
料
の
合
計
額
で
す
。

　

納
付
書
で
支
払
っ
た
方

　
納
付
書
（
領
収
証
書
）
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
で
支
払
っ
た
方

　
預
（
貯
）
金
通
帳
や
、
区
か
ら

12

月
ま
た
は

1月
に
お
送
り
し
た

「
口
座
振
替
払
込
済
通
知
書
」
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※

25年
中
に
支
払
い
方
法
が
変

わ
っ
た
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支

払
額
の
合
計
額
に
な
り
ま
す
。

※
還
付
が
あ
っ
た
方
は
、
支
払
額

か
ら
還
付
額
を
差
し
引
い
た
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

※
確
定
申
告
書
に
「
領
収
証
書
」

「
口
座
振
替
払
込
済
通
知
書
」
を
添

付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】

▼
国
民
健
康
保
険
料
…
医
療
保
険

年
金
課
国
保
収
納
係
（
本
庁
舎

4

階
）

（

5
2
7
3）

4
1
5
8

▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
…
高

齢
者
医
療
担
当
課
高
齢
者
医
療
係

（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4

5
6
2

▼
介
護
保
険
料
…
介
護
保
険
課
資

格
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7

3）

4
2
7
3へ

。

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
お
支
払

い
い
た
だ
い
た
全
額
が
確
定
申

告
・
年
末
調
整
の
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
で
す
。
控
除
を
受
け
る

に
は
、
支
払
っ
た
国
民
年
金
保
険

料
の
金
額
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
が
必
要
で
す
。

　

25年
中
に
納
付
し
た
保
険
料

の
う
ち
、

9月

30日
ま
で
の
納
付

を
証
明
し
た
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

は
、

11月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構

か
ら
お
送
り
し
ま
し
た
。
確
定
申

告
の
際
は
、
こ
の
証
明
書
と

10月

１
日
以
降
に
お
支
払
い
い
た
だ

い
た
国
民
年
金
保
険
料
の
領
収
証

書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

25年

10月

1日
～

12月

31日
に

初
め
て
保
険
料
を
支
払
っ
た
方
に

は
、

1月

31日

に
「
控
除
証
明

書
」
を
発
送
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
日
本
年
金
機
構
控
除
証

明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル


0
5
7
0

（

0
7
0）

1
1
7（

月
～
金
曜
日
午

前

8時

30分
～
午
後

5時

15分

（
祝
日
を
除
く
。
月
曜
日
は
午
後

7

時
ま
で
）・
第

2土
曜
日
午
前

9時

30

分
～
午
後

4時
）
へ
。

0
5
0と

0

7
0か

ら
始
ま
る
電
話
か
ら
は


０
３
（

6
7
0
0）

1
1
3
0へ

。

平
成

25年
中
に
お
支
払
い
い
た
だ
い
た

「
社
会
保
険
料
の
額
」
の
確
認
方
法

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
の
申
告
に
は

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
が
必
要
で
す


所
得
が
な
く
て
も
住
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す

　

20歳
前
の
傷
病
に
よ
る
障
害

基
礎
年
金
は
、
受
給
権
者
本
人

の
前
年
の
所
得
に
よ
り
、
そ
の

年
の

8月
～
翌
年

7月
の
年
金

受
給
の
可
否
が
決
ま
り
ま
す
。

　
確
定
申
告
や
年
末
調
整
を
し

な
い
方
は
、
所
得
が
な
く
て
も

住
民
税
（
特
別
区
民
税
・
都
民

税
）
の
申
告
が
毎
年
必
要
で
す
。

申
告
が
な
い
場
合
は
、
年
金
の

支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。


扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合
の

所
得
限
度
額
（
年
額
）

▼
前
年
の
所
得
が

360万
4千

円

を
超
え
る
方
…
半
額
支
給
停
止

▼
前
年
の
所
得
が

462万

1千
円

を
超
え
る
方
…
全
額
支
給
停
止

【
問
合
せ
】
▼
障
害
基
礎
年
金
…

医
療
保
険
年
金
課
年
金
係
（
本

庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4

3
3
8、

▼
住
民
税
の
申
告
…

税
務
課
課
税

第
一
係
・
第

二
係

（
本
庁
舎

6階
）

（

5
2
7
3）

4
1
0
7・

4
1
0
8へ

。

20歳
前
の
傷
病
に
よ
り

障
害
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方

　

65歳
以
上
で
寝
た
き
り
の
方

や
、
認
知
症
で
日
常
生
活
に
支

障
の
あ
る
方
は
、「
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
た
方
」
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
認
定
が
受
け
ら

れ
ま
す
（
認
定
に
は
基
準
が
あ

り
ま
す
）
。

　
納
税
者
本
人
ま
た
は
被
扶
養

者
が
認
定
を
受
け
る
と
、
所
得

税
・
住
民
税
の
障
害
者
控
除
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
高
齢
者
福
祉
課
高
齢

者
相
談
係
（
本
庁
舎

2階
）
（

5

2
7
3）

4
5
9
3へ

。

寝
た
き
り
の
高
齢
者

等
に
障
害
者
控
除
が

適
用
さ
れ
ま
す

　
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
方
の
お
む
つ
代

を
、
医
療
費
控
除
の
対
象
と
し

て
確
定
申
告
す
る
場
合
、
最
初

に
申
告
す
る
年
は
、
お
む
つ
代

の
領
収
書
に
添
付
す
る
医
師
発

行
の
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が

必
要
で
す
。

2年
目
か
ら
は
、
区

が
発
行
す
る
「
主
治
医
意
見
書

の
内
容
確
認
書
」
で
代
用
で
き

ま
す
。

　
下

記
の

4つ
の
要
件
す
べ
て

に
該
当
す
る
方
に
は
、
内
容
確

認
書
を
発
行
し
ま
す
。
発
行
に

は
申
請
す
る
方
の
本
人
確
認
が

で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
む
つ
代
を
医
療
費
控
除
の

対
象
と
す
る
確
定
申
告
が

2年

目
以
降
（
平
成

24年
分
の
確
定

申
告
で
お
む
つ
代
を
医
療
費
控

除
と
し
て
申
告
し
た
方
）、
▼

25

年
中
に
購
入
し
た
お
む
つ
代
を

医
療
費
控
除
と
し
て
確
定
申
告

す
る
、
▼

24年
ま
た
は

25年
中

に
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
、
▼

24年
ま
た
は

25年
中
に
記
載
さ
れ
た
主
治
医

意
見
書
で
、「
寝
た
き
り
の
状
態

で
尿
失
禁
を
す
る
可
能
性
が
あ

る
」こ
と
が
確
認
で
き
る

【
問
合
せ
】
介
護
保
険
課

認
定

第

一
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2

7
3）

3
6
4
3へ

。

高
齢
者
の
お
む
つ
代
を

医
療
費
控
除
で

確
定
申
告
す
る
方
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